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入学
にゅうがく

・進級
しんきゅう

おめでとうございます。  

  元気
げ ん き

いっぱいピカピカの１年生
ねんせい

を迎
むか

え，令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

がスタートしました。規則正
き そ く た だ

しい生活
せいかつ

，手洗
て あ ら

い，換気
か ん き

，休養
きゅうよう

などに 心
こころ

がけ，体調
たいちょう

を整
ととの

え毎日
まいにち

元気
げ ん き

に登校
とうこう

してください。  

ほけんだよりは，健康
けんこう

に役立
や く だ

つ情報
じょうほう

をお届
とど

けします。お家
うち

の人
ひと

と一緒
いっしょ

に読
よ

んでください。  

心
こころ

の相談員
そうだんいん

は         

飯田
い い だ

留
る

美
み

        高井
た か い

智子
と も こ

先生
せんせい

です。     内科   石橋明倫先生              

                   よろしくお願いします。    歯科    水野泰弘先生  

                         薬剤師  井上正人先生  

                                   耳鼻科  甕  久人先生   

                            眼科   道野高志先生  

 

                

 

 

 

 

 

 

    《スクールカウンセラー中村先生・水野先生の予定》       

予約制です。担任又は養護教諭の飯田までご連絡ください。  

 

４月…４月２１日（金）（１０：３０～１３：３０）水野先生  

 ４月２７日（木）（ ９：３０～１３：３０）中村先生  

５月…５月１８日（木）（ ９：３０～１３：３０）中村先生 

                      ５月１９日（金）（１０：３０～１３：３０）水野先生 



おうちの方へ  

 

学校での薬品の使用について  

 学校では，当日，学校管理下 (登校から下校まで )において起きたけがについて，保健室等で

応急の手当てをします。けがをした当日のみの応急手当てですので，その後継続して手当てす

ることはできません。また，傷絆創膏・湿布・塗布薬は基本的に使用しません。やむを得ず使

用する場合は，電話で連絡します。（連絡先が変わった場合は，新しい連絡先を必ず伝えてく

ださい。）また，病院にかかったほうがよいと思われるけがについては，病院に行くまでの応

急手当てをし，ご家庭に連絡をします。  

  ご家庭から持参される薬品 (内服薬・点眼剤・塗布薬・吸入剤 )等については，自分で使用で

きるようにしておいてください。教職員は見守る事しかできませんのでご承知おきください。  

 

定期健康診断について  

 平成２８年度に実施された学校保健安全法施行規則の一部改正により，定期健康診断に「四

肢の状態の検査」「成長曲線・肥満度曲線の活用」の２項目が付け加えられました。それに伴

い保健調査票も改正され，ご家庭で記入していただく保健調査や事前調査をもとに健康診断を

実施しています。ご家庭と協力してお子さんの成長や健康を見守りたいと思っています。ご心

配なことがありましたら学校に相談してください。  

 

受診のお知らせについて  

 健康診断の結果，専門機関での検査や治療が必要と思われるお子さんには「受診のおすす

め」をお渡しします。お知らせをもらった場合は，早めの受診をお願いします。また，今後の

保健管理のため，受診の結果を学校にご報告くださるようお願いします。なお，学校で行われ

ている健康診断は「スクリーニング」といって，病気の疑いのある子を選び出すものです。そ

のため，病院で詳しく診てもらった結果「異常なし」と診断されることもありますので，ご理

解ください。また，受診結果報告書は医療機関によっては文書料が発生する場合があります。

不明な場合は，直接受診先の医療機関に確認してください。  

 

日本スポーツ振興センターについて  

 学校でけがをして病院にかかったときには，「日本スポーツ振興センター」から給付金が支

払われます。掛け金は東海市が全額負担していますので，保護者の方の負担はありませ。学校

でけがをして病院にかかったときは，ご連絡ください。  

 

出席停止について  

 感染力の強い病気 (水痘，流行性耳下腺炎等 )は，周りの人にうつさないために「出席停止」

となります。病院で診断されたときは，学校にご連絡ください。症状が良くなって登校すると

きには，病院で「学校感染症診断結果の報告」の用紙を記入してもらい，学校にご提出くださ

い。但し，インフルエンザの場合は，保護者が記入する「治癒報告書」の提出になります。  

 

色覚について  

お子さんの生活で文字や図などを見間違えることはありませんか？  

また，色覚に異常がある場合，職業を選択する際に，配慮が必要な場合があります。もし，お

子さんの色の区別がつきづらいなと思うことがありましたら，学校に相談してください。ご希

望があれば，検査をすることもできます。  


